
道路上に張り出している枝木の伐採のお願い（参考法令） 

 

民法 

（竹木の枝の切除及び根の切取り） 

第２３３条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除さ

せることができる。 

 

（土地の工作物等の占有者及び所有者の責任） 

第７１７条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたとき

は、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者

が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければ

ならない。 

２ 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。 

 

（正当防衛及び緊急避難） 

第７２０条 他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛

するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から

不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。 

２ 前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合につい

て準用する 

 

道路法 

（道路に関する禁止行為） 

第４３条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。 

一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。 

二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼ

す虞のある行為をすること。 

 

第１０２条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、１年以下の懲役

又は５０万円以下の罰金に処する。 

三 第４３条（第９１条第２項において準用する場合を含む。）の規定に違反したとき。 

 

 

道路法第３０条および道路構造令第１２条(要約) 



建築限界（自動車や歩行者の安全な通行を確保するために、電柱、信号機、樹木等が道路上に

入ってはいけない空間）は、車道においては４．５ｍ、歩道および自転車道又は自転車歩行者道

では２．５ｍとされている。 

 


